
退院調整ルールについて

〈目的〉
要介護・要支援状態の患者が自宅等に退院する

ための準備をする際に、病院からケアマネー
ジャーに着実に引き継ぐための情報共有のルール
であり、病院関係者と在宅関係者が連携してルー
ルを実践することで、引継ぎがなされないまま退
院し、在宅での生活や療養に困る患者および家族
をなくすことを目的としている。
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支援の対象
在宅へ退院する患者（利用者）で、下記のいずれかに該当する場合

（※在宅：自宅のほか、他病院への転院や介護施設を除くケアハウス、高齢者住宅等）

• 入院前に介護保険サービスを利用していた方

⇒ケアマネージャーが決定している場合

• 退院後に介護保険サービスを利用予定の方

• 病院担当者が、在宅に向けて退院調整が必要と判断した方

⇒ケアマネージャーが決定していない場合
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ルール運用の留意点

• 位置づけ

患者のスムーズな在宅移行を支援するための基本的な流れを示
したもので、定期的な運用見直しを実施する。

•情報共有シートの使用方法

あくまでも参考様式であり、既存のシート等がある場合は代用
可能である。
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ケアマネージャーが決まっている場合

入院時連絡
病院担当者とケアマネージャーは、お互いに速やかな入院時の連絡

に努める。

（※入院の情報についてどちらか早く知った方が相手に連絡をす
る。）

〈病院〉

患者が介護保険サービスを利用していることを確認したら、おおむね
3日以内に担当のケアマネージャーへ入院の連絡を入れる。

〈ケアマネージャー〉

利用者の入院が分かったら病院に連絡を入れ、（情報共有シート等を
活用しながら）利用者の情報を提供する。
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入院中の連携

〈病院〉

• 入院診療計画書を参考に、退院前カンファレンスの有無、退院
までの計画や患者の状態等について、ケアマネージャーに情報
提供する。

〈ケアマネージャー〉

• 病院担当者と面談を実施、退院支援について必要な情報を聞き
取る。

必要に応じて、電話や病院訪問により、利用者の状態を確認す
る。
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退院調整開始の連絡

〈病院〉

• 患者が在宅へ退院ができそうと判断された時点で、ケアマネー
ジャーの退院準備に必要な時間（ケアプラン作成、事業所との
調整等）を考慮し、ケアマネージャーへ連絡する。

〈ケアマネージャー〉

• 病院担当から連絡を受けた後、病院を訪問するなど、本人・家
族から必要な情報を聞き取りする。
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退院前調整（病院）
• ケアマネージャーがケアプラン作成等に必要な情報（「情報共有シート」
の内容等）をカンファレンス等までに準備する。

• 必要に応じ、介護者や家族への指導内容や家屋調査の実施についてケアマ
ネージャーへ連絡する。

• ケアマネージャーとカンファレンス等で退院支援に必要な情報を共有する。

• 退院前カンファレンスや退院時共同指導料の実施等の要否を、ケアマネー
ジャーと調整のうえ、決定する。

• 退院見込みを退院予定日のおおむね７日前までにケアマネージャーへ連絡
する。

→〈ケアマネ〉

• 必要に応じ、退院前家屋調査やカンファレンスに参加。
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退院時・退院後の情報提供（病院）

• サマリーなど看護・介護の引継ぎ書（退院後に想定される看護・介護の問
題や最終排便日・入浴日、服薬内容）等をケアマネージャーへ提供する。

→※転院の連絡：速やかにケアマネージャーへ連絡を入れ、転院先の病院
に患者の担当ケアマネージャーについて情報提供を行う。

→〈ケアマネ〉

• 必要に応じ、退院後にケアプランの写しを病院に提供する。
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ケアマネージャーが決まっていない場合

介護保険申請の支援

病院担当者は以下の場合、家族などに対し、市町村担当課また
は地域包括支援センターに相談するよう説明する。

〈65歳以上〉

介護サービスの利用を希望する場合や介護保険申請の目安から
介護保険の申請や退院調整が必要と判断した場合

〈40歳以上64歳以下〉

患者が介護保険の対象となる特定の疾病で介護保険申請の目安
から介護保険の申請や退院調整が必要と判断した場合
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入院中の連携

〈病院〉

• 入院診療計画書を参考に退院までの期間、退院前カンファレンスの有無、
退院までの計画や患者の状態等についてケアマネージャーに情報提供する

〈ケアマネージャー〉

• 入院患者の担当になることが決まったら、すみやかに病院担当者に連絡を
入れる。
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退院の見通しが立ったら

• 退院に向けては、病院が退院できそうと判断された時点で、「ケアマネー
ジャーが既に決まっている場合」同様の流れで調整等を実施する。
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